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規 則

〇災害救助法施行細則の一部を改正する規則 （保健福祉部総務課）………………………
告 示

〇土地改良区の役員の住所変更の届出 （農業支援課）………………………………………
〇道営土地改良事業計画の決定 （農業施設管理課）…………………………………………
〇道路の供用の開始 （道路課）…………………………………………………………………
〇道路の区域の変更及び供用の開始 （道路課）………………………………………………

支 庁 告 示

〇貸金業の規制等に関する法律の規定による貸金業者の登録の取消し……………………
道警察本部告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示…………………………………………………………

規 則

災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

災害救助法施行細則の一部を改正する規則
災害救助法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条第２項中「 万 円」を「 万 円」に改める。
第 条第３項中「 万円」を「 万円」に改める。
第 条第３項中「 万 円」を「 万 円」に、「 万 円」を「 万
円」に改める。
別表第１の１の事項中「 円」を「 円」に、「 円」を「 円」に、

「 円」を「 円」に、「 円」を「 円」に、「 円」を「
円」に、「 円」を「 円」に、「 円」を「 円」に、「 円」を
「 円」に、「 円」を「 円」に、「 円」を「 円」に改め、同
表の２の事項中「 円」を「 円」に、「 円」を「 円」に、「

円」を「 円」に、「 円」を「 円」に改める。
別記第９号様式別紙中
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に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則第 条第
３項の規定は、平成 年４月１日から適用する。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、北海土地改良区から、
次のとおり役員の住所変更の届出があった。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
理 事 ・
監事の別

氏 名 住 所
変 更 前 変 更 後

理 事 黒 島 勝太郎 空知郡栗沢町字 波 番地 岩見沢市栗沢町 波 番地
同 石 黒 武 美 同 北村字中央 番地 同 北村中央 番地
同 星 野 節 雄 同 字砂浜 番地 同 砂浜 番地
同 三 嶋 清 治 同 栗沢町字上幌 番地 同 栗沢町上幌 番地
監 事 有 澤 邦 晴 同 字岐阜 番地 同 岐阜 番地
同 尾 田 則 幸 同 北村字豊正 番地 同 北村豊正 番地

「

」
中 学 校 生 徒 人

を
「

」

中 学 校 生 徒
高 等 学 校 等 生 徒

人
人

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道営土地改良（桜岡地
区ため池等整備［一般型］）事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川支庁に備え置いて、平成 年５月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
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なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起
算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 札幌恵庭自転車道線 北広島市西の里 番４地先から 平成

北広島市西の里 番８地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 愛別当麻旭川線
３ 道路の区域

区 間 前後変更の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
上川郡愛別町字本町 番２地先（一般国道 前 から 一般国道 号
号交点）から上川郡愛別町字本町 番１地 まで 重複
先（河川敷地）まで

後 から 一般国道 号
まで 重複

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第 号

貸金業の規制等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の貸
金業者の登録を取り消したので、同法第 条の規定により公告する。

平成 年５月 日
北海道石狩支庁長 三 好 昇

住 所 名 称 氏 名 登 録 番 号 登録取消年月日

札幌市中央区宮ヶ丘３丁目
ルーブル富士神宮外苑

現代企画 崔 義秋
（中山義秋）

北海道知事
石第 号

平成

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札による落札者及び随意契約の相手方を決定した。
平成 年５月 日

北海道警察本部長 口 建 史
１ 落札に係る物品等の名称（１ 当たりの単価）及び数量（調達予定数量）

自動車ガソリン １号
自動車ガソリン ２号
軽油 １号
ガソリンエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ
ディーゼルエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ
落札を決定した日
平成 年３月 日
落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 同盟石油株式会社
イ 住 所 札幌市中央区南１条東１丁目２番地１
落札金額
自動車ガソリン １号 １ 当たり 円
自動車ガソリン ２号 １ 当たり 円
軽油 １号 １ 当たり 円
ガソリンエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ １ 当たり 円
ディーゼルエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ １ 当たり 円
契約の相手方を決定した手続
一般競争入札
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一般競争入札の公告
平成 年２月 日付け北海道警察本部告示第 号

２ 随意契約に係る物品等の名称（１ 当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
航空タービン燃料油 ３号
随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日
随意契約の相手方の氏名及び住所
ア 氏 名 郷石油株式会社
イ 住 所 札幌市豊平区豊平１条２丁目２番１号
随意契約に係る契約金額
１ 当たり 円
契約の相手方を決定した手続
随意契約
随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の２第１項第８号の規定による。

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


